
 令和２年 教育委員会  
                                     

    第３回   定例会 議事日程  
 

                  令和２年２月２５日（火）午後３時 

第１ 議 案 

【 子ども総務課 】 

  （１）議案第３号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」 

【 指 導 課 】 

  （１）議案第４号「幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正

する規則」 

  （２）議案第５号「幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則」 

 

第２ 協 議 

【 文化振興課 】 

  （１）千代田区指定文化財の指定について 

 

第３ 報 告 

【 子ども総務課 】 

  （１）令和２年第１回区議会定例会の報告 

  【 子ども支援課 】 

  （１）令和２年４月保育園等入園二次審査結果 

  【 指 導 課 】 

  （１）いじめ、不登校、適応指導教室の利用状況等（令和２年１月） 

  （２）令和元年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果 

 

第４ その他 

  【 子ども総務課 】 

  （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（３月５日号）掲載事項 

 【 子育て推進課 】 

  （１）住民監査請求について 

  【 文化振興課 】 

  （１）図書館の利用制限について 

  【 地域保健課 】 

  （１）新型コロナウイルスの対応について 
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議案第4号

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年千代田区教育委員会規則第5号)の一部
を次のように改正する。

(給料の支給方法等)

第4条条例第8条第2項に規定する給料の支給
日は、 15日とする。ただし、 15日が日曜日、士
曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和
23年法律第178号)に定める休日をいう。以下と
の項において同じ。)にあたるときは、 15日1
最も近い日曜日、士曜日又は休日でない日

の日が2 あるときは、15日より後の日)とする。

改正後

2~3

第Ⅱ条

/＼

(現行に同じ)

(現行に同じ)1~2

備考

1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中
下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。
3 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

絲合料の支給方法等)

第4条条例第8条第2項に規定する給料の支ネ。
日は、 15日とする。ただし、その日が日曜日、
士曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭
和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下
この条において同じ。)にあたるときは、その

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

現 1テ

日前のその日に最も近い日曜日、士曜日又は休
日でない日とする。

(略)2~3

第Ⅱ条 1~2 (略)

3 前2項の規定にかかわらず、臨時的に任用さ
れた職が病気休暇を承認され勤務しないとき
は、条例 19条に規定する給与の減額を行う



、'ーア

1 改正趣旨

(1)給与の支給日にっいて

令和2年4月1日から導入が予定されてぃる会副年度任用職員にいメー,
体系が予想されている。その結黒合与支給事務が煩雑になり、紗与支込が、こ、
ようにする必要がある。'

また、週休日等における給料日が一律前倒しの場合、ホ舗斗日がーしくメ.§
るが、給与を当月払いする観点から、ホ合料日が著しく早くなることは望ナ、こ、
前後の最も近い週休日等ではない日に見直す。'

(2)臨時的任用教員の病気伽段取得時の給与振噸にっいて
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方八務園法ヒ

を踏まえ、臨時的にイ壬用された職員が病気伽段を承契され勤務しないときこ込,
を行う旨の本項の規定を削除する。'

2 改正概要

幼稚園教育職員の給与に関する条伊j施行規貝リの一部改正にっいて

/

教育委員会資料
令和2年2月25日

導 課

項目..・'、^

＼y

4 1項 15日が週休日等であった場合、15日1こ最も近い週休
日等でない日を給米斗日とする。

ただし、当該15日に最も近い週休日等でない日が2あ
る場合は、15日より後で週休日等でない直近の日をネ舗斗
日とする。

第Ⅱ条第3項

3 施行期日

令手吃年4月1日

改正内容

臨時的に任用された職員が病気伽段を承認され勤務し
ないときに、給与の減額を行う旨の本項の規定を削除す
る。

樹テ年月日

令手口2年4月1日

令手口2年4月1日

入一
/
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給料日(イメージ図)
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議案第5号

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年千代田区教育委員会規則第16号)の一部を次
のように改正する。

(支給割合)

第4条条例第30条第2項の教育委員会規則で定
める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分
に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけ
るその者の別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の
区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た
割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合
とする。

(1)法第28条の4第1項、第28条の5第1項
又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に
より採用された職員(以下「再任用職員」とい
う。)以外の職員 100分の102.5 (条例第10条

改正後

/ー'＼

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員

にあっては1旦^ι^)
(2)再任用職員 1旦9乏乞四旦旦(条例第10条の規
定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあ
つては100分の60)

2~3

(支給割合)

第4条条例第30条第2項の教育委員会規則で定
める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分
に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけ
るその者の別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の
区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た
割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合
とする。

(1)法第28条の4第1項、第28条の5第1項
又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に
より採用された職員(以下「再任用職員」とい
う。)以外の職員 100分の110 (条例第10条の

備考

1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中
下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。
3 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

(現行に同じ)

現イテ

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

し

規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員に

あっては1Ω^些旦)
(2)再任用職員 100分の弱(条例第10条の規
定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあ
つては1旦Ω全^)

(略)2~3
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1 改正趣旨

幼稚園教育職員の給与に関する条例改正に合わせ、卦合月数の改正を1テう。

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規貝11の一部改正にっいて

2 改正概要
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千代田区指定文化財の指定について 

 

 

令和元年度千代田区指定文化財として下記１件を指定する。 

 

記 

 

 

１ 千代田区指定有形文化財（古文書） 

 

今川小路共同建築関係文書  ３３点 

教 育 委 員 会 資 料 

令和 2年 2月 25日 

文 化 振 興 課 

 





令和元年度千代田区新指定答申文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新指定答申文化財の概要  

【種   別】  有形文化財（古文書） 

【名  称】   今川小路共同建築関係文書 

【員  数】  33点 

【年  代】  大正 13年（1924）頃 ～ 昭和 3年（1928） 

【所 在 地】  千代田区立日比谷図書文化館（千代田区日比谷公園 1番 4号）  

【所 有 者】    千代田区教育委員会（千代田区九段南一丁目 2番 1号） 

【管 理 者】    千代田区教育委員会（管理担当：文化振興課文化財係） 

【概  要】    

本文書群は、昭和初期に建設された今川小路共同建築を事例とした関東大震災後の復興事業に関わる

もので、文書や建築図面などから構成されている。震災復興に関する市民側が所有する文書群として、か

つ共同建築に関する文書群として極めて稀少性が高いものである。 

 

※今川小路共同建築について 

千代田区神田神保町三丁目にあった建物の名称。 

大正 12年（1923）の関東大震災後の復興の中で建築

された店舗兼住宅である。狭小敷地における耐火建

築を可能とし、鉄筋コンクリート造の導入など、当

時の最先端技術を集約して作られた耐震耐火構造

建築の初期の事例にあたり、東京における最初期の

事例となる。平成 24年（2012）2月に解体された。

（右写真：平成 23年撮影） 



２ 指定について 

（１）指定基準 「東京都千代田区指定文化財指定基準」のうち、以下の（１）（４）に相当する。 

第１ 千代田区指定有形文化財  

古文書 

古文書のうち、次のいずれかに該当するもの 

 (1) 古文書類のうち歴史上若しくは学術上又は区の文化史上重要なもの 

(2)  日記・記録類（絵画又は系図類を含む）のうち、その原本又はこれに準ずる 

写本で歴史上又は学術上重要なもの 

 (3) 木簡等のうち記録性が高く、学術的に価値の高いもの 

 (4)  区の歴史や文化に関係があり、とくに重要なもの 

 

（２）指定理由  

① 震災復興事業に関する市民所有の資料として区内の歴史を示す資料的価値 

関東大震災により甚大な被害を受けた千代田区内では、迅速な復興が求められていた。そうした歴史

的背景の中で、今川小路共同建築を事例として、区内における復興の手段やプロセスなど一連の歴史的

経過を示す市民側が保有する文書群として、稀少的かつ資料的価値が高い。 

平成 29年に指定された「旧神田区復興小学校建築関係文書」とあわせて、千代田区に関わる震災復興

関係資料の一つとして指定するにふさわしいものである。 

 

② 共同建築に係る東京の都市形成の実態を示す資料としての稀少的価値 

近年多発する災害により復興史への注目が集まるなか、まもなく約 100 年を迎える関東大震災に関す

る復興史も都市研究の重要なテーマである。 

その一事例となる共同建築は、震災当時最新の建築技術を導入したものであり、国が推進した都市復興

の政策を示すという点で注目すべきものである。 

これまでまとまった共同建築関連資料が発見されていないなかで、初期の共同建築に関する一連の情

報を残す本資料は貴重である。とくに本資料群に含まれる図面関係資料については、劣化が進みやすい

青焼き資料であるため、優先的に保存を図らなくてはならない。 

また復興建築 71 例のうち 67 例が都内にあったことから、他の資料が戦災ですでに焼失した可能性を

考慮するならば、極めて稀少的価値が高い資料群としても評価できる。 
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他
若
干
の
変
更
が

あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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令
和
2
年
第
一
回
区
議
会
定
例
会
の
開
会
に
あ
た
り
、
私

の
区
政
運
営
に
お
け
る
所
信
を
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に

ま
ず
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
」
に
ょ
る
感
染
が
日
々

深
刻
化
し
、
国
内
都
内
で
の
患
者
・
感
染
者
数
の
増
加
が

確
認
さ
れ
、
区
民
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
不
安

を
与
え
て
お
り
ま
す
。

1
月
釘
日
、
世
界
保
健
機
構
(
W
H
9
 
が
緊
急
事
態

宣
言
を
行
い
、
国
や
各
自
治
体
は
新
型
肺
炎
の
感
染
拡
大
の

阻
止
に
向
け
た
対
応
に
追
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
、
国
内
の
感
染
拡
大
を
踏
ま
え
、
去
る
玲
日
に

開
催
さ
れ
た
、
政
府
の
専
門
家
会
議
で
は
「
国
内
発
生
の
早

期
」
の
状
況
で
あ
り
、
今
後
も
国
内
各
地
で
患
者
が
発
生
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
対
策
に
舵
が
切
ら
れ
る
も
の
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
。

訪
日
観
光
客
が
多
数
訪
れ
る
本
区
で
は
、
平
成
妬
年

ズ

サ

(
繊
年
)
に
発
生
し
た
S
A
R
S
と
同
様
に
、
保
健
所
の

万
全
な
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
正
確
な
情
報
収
集
と

情
報
提
供
に
ょ
り
区
民
の
皆
さ
ん
の
不
安
解
消
に
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
は
、
新
型
肺
炎
の
相
談

専
用
窓
口
を
設
置
し
、
医
療
機
関
や
ホ
テ
ル
な
ど
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
に
も
応
じ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
東
京
都
と
合
同
で
「
帰
国
者
・
接
触
者
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
感
染
が
疑
わ
れ
る
方
の
専
門
医
療

機
関
へ
の
受
診
調
整
を
行
う
な
ど
、
相
談
・
医
療
体
制
を
強

化
し
、
感
染
拡
大
防
止
に
向
け
て
徹
底
し
て
努
め
て
ま
い
る

所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

1

さ
て
、
最
近
は
「
共
生
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
、
国
を
含

め
て
各
方
面
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の

言
葉
は
、
こ
の
夏
開
催
さ
れ
る
「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
」
の
レ
ガ
シ
ー
と
し
て
創
出
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
感

C

0
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じ
て
お
り
ま
す
。

千
代
田
区
で
は
か
ね
て
ょ
り
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
貫
く
基

本
的
な
理
念
と
し
て
、
共
に
生
き
る
、
「
共
生
」
と
い
う
考

え
方
を
施
策
に
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
間
社

会
に
お
い
て
、
民
族
文
化
な
ど
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
認

め
合
い
、
尊
重
し
合
う
精
神
で
あ
り
、
他
者
を
思
い
や
り
、

気
遣
い
、
生
き
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

(

「
子
育
て
支
援
」
を
例
に
挙
げ
ま
す
と
、
多
様
な
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
社
会
に
お
い

て
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
た
い
と
の
希
望
を
叶
え
る
た
め
に

は
、
行
政
と
し
て
保
育
所
や
学
童
ク
ラ
ブ
を
整
備
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
大
人
も
子
ど
も
も
共
に
生
き
、
成
長

し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
女
性
の
社
会
進
出
を
後
押
し
し
、

「
男
女
共
同
参
画
」
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り

J

ま
す
。

＼

千
代
田
区
の
地
域
特
性
を
示
す
共
生
の
例
で
は
、
区
内
大

学
と
の
連
携
協
力
が
あ
り
ま
す
。
区
内
に
所
在
す
る
大
学
と

区
と
の
相
互
連
携
に
ょ
り
、
千
代
田
区
の
施
策
に
関
わ
る
調

査
・
研
究
や
災
害
時
の
帰
宅
困
難
者
の
一
時
受
け
入
れ
場
所

の
提
供
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
な
ど
の
協
定
を
結
ん

で
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
区
内
の
学
生
と
地
域
の
皆
さ
ん
と

を
結
び
、
共
生
社
会
の
実
現
に
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
施
策
が
実
を
結
び
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
学
生
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
と
の
交
流
が
広
が
る
こ
と
で
、
地
域
コ

ミ
ユ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
に
役
立
つ
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま

す
。

こ
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
推
進
し
て
き
ま
し
た
共
生
に
つ

な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
芽
が
、
し
つ
か
り
と
実
を
結
ぶ
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よ
う
に
、
長
期
的
視
点
に
立
ち
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
区

民
サ
ー
ビ
ズ
を
提
供
し
て
い
く
と
の
想
い
で
、
令
和
2
年
度

予
算
を
編
成
い
た
し
ま
し
た
。

1

令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、
「
令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
」
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

●
令
和
2
年
度
予
算
(
杢
の
概
況

令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
は
、
「
ち
ょ
だ
み
ら
い
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
,
千
代
田
区
第
3
次
基
本
計
画
繊
」
が
め
ざ
す
、

「
血
豆
か
な
地
域
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
積
極
的
な
施
策
展

開
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
の
目
的
や
効
果
必
要
性
を

0

検
証
し
、
事
業
を
継
続
す
る
場
合
は
、
よ
り
効
果
的
で
効
率

的
な
事
業
展
開
を
図
る
こ
と
や
中
長
期
的
な
視
点
を
も
っ

て
複
数
年
度
を
見
据
え
た
積
算
を
行
う
こ
と
に
取
り
組
み

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
「
子
ど
も
・
障
害
者
・
高
齢
者
へ
の
支
援
」

や
「
災
害
対
策
」
な
ど
区
民
生
活
を
支
え
る
各
分
野
の
拡
充

に
加
え
、
(
仮
称
)
外
神
田
一
丁
目
公
共
施
設
の
整
備
や
(
仮

称
)
区
立
麹
町
仮
住
宅
の
整
備
な
ど
投
資
的
な
経
費
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
会
計
予
算
は
鄭
億
円
、
 
3
つ
の

特
別
会
計
を
合
わ
せ
た
全
会
計
合
計
で
は
筏
億
円
と
な
り
、

い
ず
れ
も
過
去
最
大
の
積
極
的
な
予
算
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。●

今
後
W
年
間
の
財
政
見
通
し

今
回
の
予
算
編
成
時
に
お
い
て
は
、
今
後
W
年
間
の
財

政
見
通
し
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
令
和
2
年
度
予
算
は
、

U
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そ
の
初
年
度
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。

そ
の
財
政
見
通
し
に
つ
い
て
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、

歳
入
面
で
は
、
国
に
ょ
る
地
方
法
人
課
税
の
一
部
国
税
化
や

地
方
消
費
税
の
清
算
基
準
の
見
直
し
な
ど
の
税
制
改
正
が

矢
継
ぎ
早
に
行
わ
れ
、
今
後
も
更
な
る
税
制
改
正
が
懸
念
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
社
会
経
済
状
況
に
お
い
て
は
、
一
雇
用
や
所
得
環
境

の
改
善
が
続
く
中
、
穏
や
か
な
景
気
回
復
が
期
待
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
海
外
経
済
の
動
向
や
金
融
資
本
市
場
の
変
動

消
費
税
率
引
上
げ
後
や
東
京
卿
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
後
の
需
要
動
向
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不

確
定
要
素
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
よ
り
一
層
の
災
害
対
策
の
ほ
か
、
人
口
構
造
の
変

化
に
適
応
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
も
求

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
大
規
模
な
都
市
基
盤
整
備
事
業
等
の
中
長
期

的
な
課
題
に
も
計
画
的
か
つ
確
実
に
対
応
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

本
区
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
予
算
編
成
時
に
定
期
に
5
年
間

の
財
政
見
通
し
を
作
成
し
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
2
年
度
予

算
(
案
)
の
編
成
時
に
、
改
め
て
税
制
改
正
の
影
響
や
社
会

経
済
状
況
等
を
踏
ま
え
、
今
後
W
年
間
の
財
政
見
通
し
を

作
成
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
を
起
点

と
し
た
、
今
後
W
年
間
の
財
政
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
た
一
方
、
今
後
W
年
間
の
財
政
見
通
し
か
ら
令
和
2

年
度
の
予
算
の
位
置
づ
け
を
再
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま

し
た
。ま

た
、
財
政
の
見
通
し
で
は
、
「
今
後
W
年
間
で
子
育
て

や
高
齢
者
施
策
施
設
整
備
等
に
基
金
か
ら
副
億
円
を
活

用
し
、
令
和
Ⅱ
年
度
末
に
基
金
残
高
が
肌
億
円
と
な
る
」

と
試
算
し
て
お
り
、
施
設
整
備
等
に
基
金
を
活
用
す
る
も
の

の
、
一
定
の
残
高
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
で
ご

8-
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ざ
い
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
平
成
姶
年
度
決
算
で
は
、
人
件
費

や
扶
助
費
な
ど
縮
減
が
困
難
な
経
常
経
費
に
、
区
民
税
な
ど

を
中
心
と
す
る
経
常
一
般
財
源
が
ど
の
程
度
使
わ
れ
て
い

5

る
の
か
を
示
す
経
常
収
支
比
率
が
&
%
、
ま
た
、
歳
出
総

88

額
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
を
示
す
、
人
件
費
比
率
が

御
%
七
な
っ
て
お
り
、
財
政
の
硬
直
化
が
進
ん
で
お
り
ま

し
た
。こ

の
た
め
、
「
行
財
政
改
革
に
関
す
る
基
本
条
例
」
を
制

定
し
、
経
常
収
支
比
率
鮖
%
程
度
人
件
費
比
率
舗
%
程

度
の
財
政
指
標
を
定
め
、
全
庁
を
挙
げ
、
「
行
財
政
効
率
化
」

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

「
財
源
確
保
策
」
と
し
て
は
、
道
路
占
用
料
の
改
定
開

発
協
力
金
や
交
通
環
境
改
善
寄
附
金
の
収
入
な
ど
の
歳
入

確
保
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
道
路
占
用
料
は
平

成
Ⅱ
年
度
ま
で
は
器
区
平
均
の
単
価
で
積
算
さ
れ
て
い

32

た
た
め
、
年
H
億
円
程
度
の
収
入
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

さ
ら
に
、
す
べ
て
の
施
策
を
安
定
的
に
運
用
す
る
た
め
に
、

U

た
が
、
関
係
機
関
と
粘
り
強
く
交
渉
を
進
め
、
区
独
自
算
定

と
い
う
条
件
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
器
区
平

均
単
価
で
積
算
す
る
の
に
比
べ
、
平
成
W
年
度
か
ら
即
年

度
ま
で
の
玲
年
間
で
、
約
印
億
円
の
増
収
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。ま

た
、
「
歳
出
削
減
策
」
と
し
て
は
、
内
部
努
力
や
事
務

事
業
の
見
直
し
な
ど
の
取
り
組
み
に
加
え
、
ま
ち
づ
く
り
に

伴
う
地
域
環
境
整
備
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。
特
に
、
地
域

環
境
整
備
は
、
本
来
で
あ
れ
ぱ
本
区
が
負
担
す
べ
き
道
路
改

修
や
電
線
類
地
中
化
な
ど
を
開
発
事
業
者
が
担
う
こ
と
で
、

区
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
仮
に
、
区
が
そ
れ
ら
の

整
備
を
行
っ
た
場
合
、
平
成
即
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
の

口
年
間
で
約
釦
億
円
も
の
歳
出
が
あ
っ
た
と
試
算
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
大
幅
に
抑
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

0
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人
件
費
の
抑
制
と
と
も
に
、
区
長
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
職

の
給
与
の
一
部
減
額
、
公
共
施
設
の
計
画
的
な
更
新
基
金

の
積
み
立
て
な
ど
に
ょ
り
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
将
来

も
不
安
の
な
い
現
状
を
お
示
し
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
、
平
成
関
年
度
決

7

算
に
お
け
る
経
常
収
支
比
率
は
3
%
、
人
件
費
比
率
は

37

鄭
%
と
大
き
く
改
善
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
「
将
来
世
代
に
負
担
を
残
さ
な
い
」
と
い
う
強
い

無
の
も
と
、
借
金
で
あ
る
区
債
の
発
行
を
れ
年
連
続
で

行
わ
ず
、
基
金
を
含
め
た
財
源
を
有
効
に
活
用
す
る
財
政
運

営
を
行
っ
て
き
た
結
果
令
和
4
年
度
に
償
還
完
了
す
る
予

定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
み
ら
い
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
(
基
本
計
画
)
に

掲
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取
り
組
む
過
程
に
お
い
て
、
区

民
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
区
民
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
結
果
で
あ
り
、
区
民
と
行
政
と
が
共
に
築
い
て

き
た
成
果
で
あ
る
と
一
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
今
後
も
、
国
の
税
制
改
正
や
社
会
経
済
状
況
の

急
激
な
変
化
、
大
規
模
災
害
な
ど
、
予
測
困
難
な
課
題
が
発

生
す
る
こ
と
も
相
是
さ
れ
ま
す
。
仮
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況

に
直
面
す
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
区
民
に
安
定
し
た
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
提
供
で
き
る
よ
う
、
「
歳
入
確
保
」

や
「
歳
出
削
減
」
、
「
基
金
の
活
用
」
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、

強
固
な
財
政
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

(

●
令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
の
重
点
的
な
取
組
み

そ
れ
で
は
、
令
和
2
年
度
予
算
(
案
)
の
具
体
策
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

0
子
ど
も
に
関
す
る
取
組
み

は
じ
め
に
、
「
子
ど
も
に
関
す
る
取
組
み
」
に
つ
い
て
申

11
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し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
「
保
育
園
・
学
童
ク
ラ
ブ
待
機
児
童
対
策
」
に
つ

い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

就
学
前
人
口
や
共
働
き
世
帯
が
増
加
す
る
中
、
区
で
は
、

賃
貸
物
件
を
活
用
し
た
「
私
散
可
保
育
所
等
の
誘
致
」
や

区
有
地
を
活
用
し
た
保
育
所
整
備
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
ま
た
、
保
育
所
等
の
運
営
に
あ
た
っ
て
も
、
保
育
施

設
で
働
く
保
育
士
や
事
業
者
の
二
ー
ズ
を
丁
寧
に
聞
き
取

り
、
区
独
自
の
人
材
確
保
や
定
着
に
向
け
た
支
援
な
ど
に
も

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
結
果
私
が
区
長
に
就
任
し
た
以
降
の
W
か
年
度

に
お
い
て
、
計
H
か
年
度
で
年
度
当
初
の
「
保
育
園
待
機

児
ゼ
ロ
」
を
実
現
し
て
お
り
ま
す
。

備
を
引
き
続
き
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
「
旧
高
齢
者

セ
ン
タ
ー
跡
地
」
を
活
用
し
た
保
育
所
の
令
和
4
年
開
設
に

向
け
て
、
既
存
建
物
を
取
り
壊
す
な
ど
該
当
用
地
の
整
備
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

加
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
保
育
二
ー
ズ
に
も
、
き
め
細
や
か

に
対
応
で
き
る
よ
う
、
配
慮
を
要
す
る
乳
幼
児
の
保
育
を
行

う
場
合
の
「
障
害
児
等
対
応
加
算
」
を
新
設
す
る
な
ど
、
保

育
の
質
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
学
童
ク
ラ
ブ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
(
仮
称
)
外
神

田
一
丁
目
公
共
施
設
内
及
び
麹
町
地
区
の
賃
貸
物
件
を
活

用
し
た
私
立
学
童
ク
ラ
ブ
の
誘
致
に
ょ
り
ま
し
て
、
令
和
3

年
4
月
に
新
規
2
か
所
を
開
設
す
る
予
定
で
す
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
ょ
り
ま
し
て
、
「
保
育
園
・
学
童

ク
ラ
ブ
の
待
機
児
童
ゼ
ロ
」
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま
す
。

令
和
2
年
度
も
、
高
ま
る
保
育
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、

認
可
保
育
所
3
か
所
の
令
和
3
年
4
月
開
設
に
向
け
た
準

0

次
に
、
「
病
児
保
育
室
事
業
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

病
気
の
回
復
期
に
あ
り
、
保
育
園
等
で
の
集
団
生
活
が
困

9
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難
な
児
童
を
一
時
的
に
預
か
る
「
病
後
児
保
育
事
業
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
私
立
園
1
園
及
び
公
立
園
3
園
の
計
4
園
で

実
施
し
、
保
護
者
の
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
子

育
て
が
で
き
る
環
境
を
整
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
施
設
改
修
を
契
機
と
し
て
順
次
他
の
公
立
園
に

も
拡
大
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
病
気
の
急
性
期
に
お
い
て
、
児
童
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
病
児
保
育
施
設
が
な
く
、
施
設
を

望
む
声
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

病
児
保
育
施
設
の
設
置
に
は
、
医
師
及
び
看
護
師
の
確
保
、

預
か
っ
た
児
童
の
病
状
が
急
変
し
た
際
の
対
応
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、
区
内
の
医
療
機
関
と
連
携
す

る
こ
と
で
、
新
た
に
病
児
保
育
施
設
を
整
備
で
き
る
よ
う
に

準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
け
る
医
療
機
関
と
の
協
議
を
さ
ら
に
進

め
、
で
き
る
限
り
早
期
に
「
病
児
保
育
室
事
業
」
を
立
ち
上

げ
て
ま
い
り
ま
す
。

(

次
に
、
「
今
後
の
本
区
の
共
育
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な

方
向
性
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
、
次
世
代
育
成
支
援
は
、
 
0
歳
か
ら
玲

歳
ま
で
一
貫
し
た
体
制
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
の
も
と
、
『
子
ど
も
部
』
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

現
行
の
「
千
代
田
区
共
育
推
進
計
画
」
も
平
成
器
年
3

月
に
策
定
し
た
「
千
代
田
区
共
育
大
綱
」
で
示
し
た
方
針
に

基
つ
き
、
次
世
代
育
成
支
援
施
策
及
び
教
育
振
興
施
策
を
推

進
す
る
た
め
、
平
成
鈴
年
3
月
に
策
定
さ
れ
た
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。

現
在
、
改
定
の
作
業
を
進
め
て
い
る
「
千
代
田
区
共
育
推

進
計
画
」
に
お
い
て
、
児
童
の
権
利
擁
護
に
関
す
る
取
り
組

み
を
含
め
、
今
後
の
次
世
代
育
成
支
援
施
策
及
び
教
育
振
興

施
策
を
明
ら
か
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
保
育
園
や
学
童
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
子
育
て
支
援

方
策
の
供
給
計
画
だ
け
で
は
な
く
、
児
童
の
増
加
に
伴
い
施
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設
の
改
修
・
整
備
が
必
要
に
な
る
小
学
校
、
中
学
校
な
ど
の

教
育
施
設
整
備
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
き
ま
し
て
も
、
お
示

し
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

0
保
健
福
祉
に
関
す
る
取
組
み

次
に
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
千
代
田
区
を
実
現
す

る
た
め
に
、
非
常
に
重
要
な
分
野
で
あ
る
「
保
健
福
祉
に
関

す
る
取
組
み
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
現
在
、
世
界
中
が
「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
」
に
ょ
る
感
染
症
拡
大
へ
の
対
応
に
追
わ

れ
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

感
染
症
対
応
の
充
実
に
加
え
、
「
病
気
は
予
防
が
重
要
で

あ
る
」
と
の
考
え
か
ら
本
区
は
、
国
や
他
の
自
治
体
に
先
駆

け
、
医
師
会
の
協
力
の
も
と
予
防
接
種
事
業
を
充
実
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
令
和
2
年
度
は
「
ロ
タ
ウ
ィ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
」

の
接
種
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
病
気
を
早
期
に
発
見
し
、
治
療
に
つ
な
げ
る
た
め

に
各
種
の
が
ん
検
診
も
含
め
、
健
診
事
業
に
も
重
点
的
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
新
た
に
「
難
聴
」
を
早
期
に
発
見

す
る
た
め
、
医
師
の
判
断
の
も
と
区
民
健
診
で
聴
力
検
査
を

実
施
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
聴
力
検
査
の
実
施
は
、
新

年
度
か
ら
助
成
限
度
額
を
5
万
円
に
引
き
上
げ
る
予
定
の

「
補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業
」
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

高
齢
者
の
認
知
症
予
防
に
も
資
す
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

人
生
櫛
年
時
代
、
健
康
で
活
き
活
き
暮
ら
し
続
け
る
こ

と
は
す
べ
て
の
方
の
望
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
若
い
時
か
ら
健
康
に
関
心
を
持
ち
、
加

齢
に
ょ
る
さ
ま
ざ
ま
な
衰
え
に
気
づ
き
対
応
す
る
こ
と
が

肝
要
で
す
。

そ
こ
で
、
新
年
度
は
健
康
に
無
関
心
と
思
わ
れ
る
方
に
も

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
1
C
T
を
活

用
し
た
「
健
康
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
の
構
築
に
向
け
て
モ
デ
ル

0

C
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事
業
の
実
施
に
取
り
組
み
ま
す
。

ま
た
、
一
局
齢
者
に
つ
い
て
は
心
身
の
活
力
が
低
下
し
す
る

「
フ
レ
イ
ル
対
策
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
い
る
講

座
の
増
設
と
と
も
に
、
問
診
形
式
の
「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

す
こ
や
か
チ
エ
ッ
ク
」
に
加
え
、
「
か
が
や
き
プ
ラ
ザ
」
を

会
場
に
体
力
測
定
や
栄
養
指
導
、
口
腔
機
能
・
喚
覚
・
記
憶

力
の
チ
エ
ッ
ク
を
実
施
し
、
客
観
的
に
フ
レ
イ
ル
状
態
を
把

握
す
る
事
業
を
新
た
に
行
う
予
定
で
す
。

障
害
が
あ
っ
て
も
高
齢
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域

で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
千
代
田
区
の
実
現
は
、
福
祉
分
野
共

通
の
目
標
で
す
。

「
障
害
者
に
関
す
る
取
組
み
」
で
は
、
地
域
特
性
や
障
害

者
ご
本
人
の
重
度
化
や
高
齢
化
、
「
親
亡
き
後
」
も
見
据
え

な
が
ら
、
地
域
資
源
と
の
連
携
も
踏
ま
え
、
必
要
な
地
域
生

活
支
援
拠
点
の
面
的
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
「
旧
千
代
田

保
健
所
敷
地
」
に
高
齢
者
施
設
と
の
複
合
施
設
と
し
て
、
「
知

的
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」
等
の
施
設
を
整
備
し
て
ま
い

り
ま
す
。

「
一
局
齢
者
に
関
す
る
取
組
み
」
と
し
て
は
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
、
出
来
る
限
り
在
宅
生
活
を
続
け
た
い
と
い
う
高
齢

者
の
方
の
要
望
に
お
応
え
す
る
た
め
、
介
護
保
険
を
補
完
し
、

介
護
保
険
だ
け
で
は
不
十
分
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
さ
ま
ざ
ま

な
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
「
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
・
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
は
、

介
護
保
険
制
度
の
基
準
に
倍
す
る
人
員
を
配
置
し
、
区
と
の

連
携
を
密
に
し
た
相
談
体
制
を
整
備
し
て
お
り
、
令
和
2
年

度
に
お
い
て
も
そ
の
充
実
に
引
き
続
き
取
り
組
み
、
脚
問

題
な
ど
へ
の
不
安
解
消
に
も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
計
画
的
な
施
設
整
備
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、
区

内
で
最
大
規
模
と
な
る
鄭
名
定
員
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

<
 
W
名
定
員
の
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
が
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令
和
3
年
4
月
、
一
蕃
町
の
国
有
地
を
活
用
し
開
設
さ
れ
ま

す
。
こ
の
(
仮
称
)
二
番
町
高
齢
者
施
設
の
開
設
に
向
け
て

は
、
施
設
整
備
費
の
助
成
の
み
な
ら
ず
、
介
護
人
材
不
足
が

顎
さ
れ
る
昨
今
の
状
況
を
踏
ま
え
、
人
材
確
保
や
研
修
の

ほ
か
、
開
設
に
向
け
た
準
備
等
ソ
フ
ト
面
で
も
十
分
な
支
援

を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
既
存
の
高
齢
者
施
設
に
対
し
て
も
と
れ
ま
で

以
上
に
人
材
確
保
や
施
設
運
営
に
関
す
る
支
援
を
充
実
し

て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
介
護
施
設
基
盤
整
備
を
進
め
る
こ
と
で
令

和
3
年
度
当
初
に
は
、
現
在
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入

所
を
希
望
さ
れ
て
い
る
「
要
介
護
4
」
以
上
の
方
の
大
半
が

区
内
い
ず
れ
か
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
で
き
る

見
込
み
で
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
財
政
基
盤
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、

平
成
即
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
る
大
き
な
制
度
変
更
が
あ
り
、
本
区
で
は
、
こ
れ
を
契
機

に
「
器
区
統
一
保
険
料
方
式
」
で
は
な
く
、
区
民
生
活
へ

の
影
響
を
抑
制
す
る
た
め
、
独
自
保
険
料
の
算
定
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

令
和
2
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
も
保
険
財
政
運
営
の

適
正
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
千
代
田
区
独
自
の
法
定
外
繰
入
な

ど
の
工
夫
を
重
ね
、
令
和
元
年
度
と
同
様
の
均
等
割
額
と
保

険
業
と
す
る
こ
と
で
、
約
9
割
の
方
の
保
険
料
は
前
年
と

変
わ
ら
な
い
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

次
に
、
区
民
の
健
康
を
支
え
る
「
国
民
健
康
保
険
」
に
つ

い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

0

0
災
害
対
策
に
関
す
る
取
組
み

次
に
、
区
民
の
生
命
・
財
産
を
守
り
抜
く
た
め
の
「
災
害

対
策
に
関
す
る
取
組
み
」
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
日
本
に
接
近
・
上
陸
し
た
台
風
は
、
各
地
に
記
録

U
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的
な
大
雨
や
暴
風
を
も
た
ら
し
、
河
川
の
氾
濫
、
家
屋
の
浸

水
被
害
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
寸
断
な
ど
大
き
な
爪
痕
を
残
し

ま
し
た
。
予
期
せ
ぬ
災
害
に
対
し
区
民
が
命
を
守
る
た
め
に

は
、
避
難
情
報
な
ど
を
確
実
に
収
集
し
、
早
め
早
め
の
行
動

を
と
つ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
避
難
に
時
間
の
か
か
る
避
難
行
動
要
支
援
者

に
「
防
災
ラ
ジ
オ
」
を
配
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
見
守
り

活
動
を
行
っ
て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
「
戸
別
受
信

機
」
を
配
付
す
る
こ
と
で
災
害
時
に
お
け
る
情
報
伝
達
手
段

を
多
様
化
し
、
迅
速
な
避
難
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
い
た
し

ま
す
。加

え
て
、
近
年
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
、
情
報
収

集
や
連
絡
手
段
と
し
て
利
用
す
る
方
が
多
く
な
っ
て
お
り

ま
す
。
一
方
で
、
昨
年
発
生
し
た
災
害
に
お
い
て
も
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
の
バ
ッ
テ
リ
ー
が
切
れ
る
こ
と
で
通
信
手
段

が
途
絶
え
、
不
安
に
か
ら
れ
る
被
災
者
の
様
子
が
各
種
メ
デ

イ
ア
で
大
き
く
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
災
害
時
に
お

け
る
電
源
確
保
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
充
電
に
使

用
す
る
た
め
、
避
難
所
に
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
蓄
電
池
」
を
配
備

し
、
区
民
の
不
安
解
消
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

毎
年
の
よ
う
に
日
本
各
地
を
襲
い
、
猛
威
を
振
る
う
自
然

災
害
に
対
し
て
、
い
た
ず
ら
に
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

過
去
の
災
害
を
教
訓
と
し
て
、
「
正
し
く
知
る
、
正
し
く
備

え
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
「
自
助
」
、
「
共
助
」
、
「
公

助
」
の
基
本
理
念
に
基
つ
き
、
地
道
に
、
着
実
に
取
り
組
み

を
進
め
る
こ
と
で
、
更
な
る
防
災
力
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
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か
ら
区
に
対
し
、
取
得
要
望
の
有
無
の
確
条
な
さ
れ
ま
し

ナ

区
と
し
て
は
同
年
5
月
、
「
前
向
き
に
検
討
す
る
」
旨
の

回
答
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
K
K
R
内
部
で
の
調
整
に
時
間

を
要
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
昨
年
末
に
K
K
R

か
ら
「
正
式
に
交
渉
を
進
め
た
い
」
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、

今
般
区
と
し
て
も
そ
の
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
す
。本

区
の
新
た
な
公
共
用
地
と
し
て
取
得
交
渉
に
応
じ
る

理
由
と
し
て
は
、
大
き
く
三
点
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
点
目
は
、
本
区
は
、
子
育
て
世
帯
や
高
齢
者
な
ど
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
世
代
の
人
口
が
増
加
し
、

今
後
も
さ
ら
に
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
、
新
た
な
行
政
二
ー

ズ
の
高
ま
り
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
点
。

二
点
目
は
、
当
該
地
は
、
都
心
で
は
得
難
い
約
3
千
恥
'

と
い
う
、
ま
と
ま
っ
た
面
積
を
有
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

を
持
っ
た
士
地
で
あ
る
点
。

三
点
目
は
、
当
該
地
ば
、
区
役
所
の
至
近
に
位
置
し
か
つ

本
区
を
象
徴
す
る
緑
豊
か
な
千
鳥
ケ
淵
に
接
し
て
お
り
、
こ

の
士
地
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
千
代
田
区
民
全
体
の
福
祉
の

向
上
に
つ
な
が
る
貴
重
な
財
産
に
な
り
う
る
点
な
ど
か
ら

で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
当
該
地
を
先
行
的
に
取
得
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
取
得
が
成
っ
た
後
は
、
具
体
的
な
用
途
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
需
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

＼
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Ⅳ
議
案

最
後
に
、
今
回
提
案
い
た
し
ま
し
た
諸
議
案
に
つ
い
て

で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
予
算
案
件
と
い
た
し
ま
し
て
、

●
令
和
元
年
度
千
代
田
区
一
般
会
計
補
正
予
算
第
3
号
の
、

1
牛
、

●
令
和
2
年
度
千
代
田
区
各
会
計
予
算
が
4
件
で
、
計
5
件

で
あ
り
ま
す
。

(

次
に
、
条
例
関
係
で
あ
り
ま
す
が
、

先
の
区
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
過
去
の
選
挙
で
私
が
支

援
す
る
候
補
者
へ
の
「
為
書
き
」
を
、
区
役
所
で
職
員
に
作

成
さ
せ
た
件
に
つ
い
て
、
公
私
混
同
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
改
め
て
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て
、
区
民
及
び
議

会
の
皆
様
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

区
長
と
し
て
責
任
を
と
り
、
自
ら
を
律
す
る
た
め
、
私
の

給
料
W
%
を
ー
か
月
減
額
い
た
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

「
区
長
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
の
制
定
に
つ
い

て
、
ご
提
案
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
何
と
ぞ
、
ご
議
決
賜
り

ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
件
を
含
め
ま
し
て
、
今
回
の
条
例
関
係
の
議
案
は
、

●
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
、
 
1
件
、

●
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
も
の
、
 
1
件
、

●
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
、
 
W
件
の
、
計
謡
件
で

あ
り
ま
す
。

次
に
、
契
約
関
係
で
あ
り
ま
す
が
、

●
(
仮
称
)
四
番
町
公
共
施
設
新
築
工
事
請
負
契
約
に
関
す

る
も
の
、
 
4
件
で
あ
り
ま
す
。

ま
た

●
財
産
の
取
得
、
 
1
件
、

●
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
の
一
部
変
更
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1
牛
、

●
指
定
管
理
者
の
指
定
 
1
件
。

こ
の
ほ
か
、
報
告
関
係
と
し
て
、

●
契
約
変
更
の
専
決
処
八
刀
、
 
1
件
で
、

●
今
回
の
付
議
案
件
は
、
合
わ
せ
て
部
件
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
な
ご
審
議
の
上
、
原
案
ど
お
り
ご
議
決

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
2
年
第
一
回
区
議
会
定
例
会

の
開
会
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

0

'

U
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令和2年第1回定例会代表

NO. 発 者

1.令和2年度予算編成と財政

運営について

発

/

内田議員

(自民)

2.新型コロナウイルス感染症

対策について

事項

発言通告書(総括表)

3.東京 2020 オリンピック・

パラリンピックに関する取

組みについて

4.千代田区におけるまちづく

りへの取組みについて

・令和2年度予算の特徴について

・今後の財政運営について

5.公共用地の有効活用策につ

いて

・千代田区における危機管理体制とは

・千代田区における経済的な影響と対策について

2

(1)国民健康保険料について

木村議員

(共産)

・機運を更に高める千代田区の取組みについて

・大会期間中の区民生活への影響について

ーー＼
、

発

・東京における都市再生の動向について

・地域特性を活かしたまちづくりに向けて

(2)都市計画・まちづくりの

規制緩和は何をもたらしたか。

要

・低未利用区有施設の現状と課題について

・旧九段坂病院跡地の取得と低未利用地の有効活用について

■「保険者努力支援制度」を使い、国は法定外繰入をやめた区市町村には加点をし、繰り

入れを続ける区市町村は減点して予算を削減するというぺナルティの仕掛けを導入した。

こうしたやり方は地方自治を踊踊するものではないか。見解を問う。

■国保加入者は低所得世帯が多い。国保条例を改正し、区独自に子どもの均等割の免除を

求める。

教育委員会資料

令和2年2月25日

子ども総務課

■規制緩和は東京一極集中をすすめ災害りスクを高め、環境にも甚大な影響をもたらして

いる。行き過ぎた規制緩和を抑制し、住民・在勤者の安全と良好な環境を守るルールづく

りが区の責務ではないか。ビル風対策の強化を求める。

■「日本経済をけん引する」と称して、国・都・区がすすめてきた大企業への規制緩和と税

制優遇は格差を拡大しただけではなかったか。

■開発のスピード化をはかる規制緩和は地方自治を形骸化させてきた。内神田1丁目地区

の都市再生事業はその事例のひとつといえる。都市計画マスタープランの見直し作業に双

方向の住民参加のしくみづくりを求める。

答弁を

求める者

長

育長

関係理事者

長区

関係理事者

区
教

旨一
言

一
言言



令和2年第1回定例会代表

NO. 発

2

者

木村議員

(共産)

(3)四番町公共施設整備計画

について

発 事項

発言通告書(総括表)

新型コロナウイルス対策につ

いて

3

闘四番町区営アパートは任意建替事業となる。借地借家法が適用され、明け渡し請求には

正当事由を要する。いかなる正当事由があるのか。

■任意建替事業のため住民に明渡し義務を課すことはできない。居住者の合意がないまま、

使用許可を取消すことはできないのではないか。

■区営住宅の居住者等が通院等の理由から別の仮住宅を選択した場合、希望に対応できる
だけの公的住宅を確保すべき。

米田議員

(公明)

新たな段階に入ったコロナウイルスに関し、区民の生命と健康を守るために、全庁あげて

万全の対策を図るべきと考える。そこで今後、どのような対策を行うのか、区の基本的な

考え方を伺う。

①政府は医療機関の新たな受診の基準の発表により、相談が増加すると思われる。そこで

現在の相談体制を更に強化すること。また感染症予防対策についての正しい知識を周知

することが重要と考える。ご所見は。

②高齢者の感染が多いことを踏まえ、区内の介護施設をはじめ高齢者関連施設における対

策について。

③区の行うイベントについて。

④団体旅行の減少や、サプライチェーンの寸断により中小零細企業の経営に影響が出てき
ている。国や都の支援策の活用法等を伝える相談窓口を設置するべきと考える。また区

独自の支援策も行うべきと考える。ご所見は。

⑤テレワークや時差出勤について。

キャッシュレス決済について

発 要

ICT教育について

令和元年5月にデジタル手続法が成立した。今後は行政機関でもキャッシュレス対応が多

く求められると考える。そこで本区も税や手数料等の納付のキャッシュレス化に取り組む

べきと考える。ご所見は。

本区も ICT教育に力を入れ取り組んでいる。国でも一人一台のパソコンやタブレット端末

を使える環境の整備を進めるための経済対策を決定した。そこで本区もこの整備費を活用

し全児童に一人一台の配備を進めるべきと考える。ご所見は。

答弁を

求める者

長区

関係理事者

長区

教育長

関係理事者

でコ

旨一
言

一
冨言

(
)g



令和2年第1回定例会一般

NO. 発 者

永田議員

(自民)

区民の健康と健康診断の有効

性について

発

ノノー'

事項

1.1.5゜Cへの挑戦
Zero Emission chiyoda を目
指して!

発言通告書(総括表)

2
大串議員

(公明)

健康診断は病気の早期発見・早期治療に有効である。しかし、検診項目には医学的根拠が乏

しいものがあり、特に胸部X線検査は結核、肺がんに対する有効性の根拠がなく、基準値

の設定は誰にも当てはまる訳ではない。個人が正しい知識を得て自らの健康を守らなけれ

ぱならないのが現状で、区民の健康促進と健康診断に対する方針を問う。

千代田区地球温暖化対策条例について
1)京都議定書を受けて、また子どもたちの「美しい地球を残し」たいとの思いに応え、2007
年区は「千代田区地球温暖化対策条伊1」を制定した。目標年は2020年とし具体的な数値
目標を設定した。今後は2015年のパリ協定に基づき改めて次の10年また2050年を目指
し目標を設定していくことになる。そこで、区長に温暖化対策について目標設定も含め
た今後の方向性を問う。

2)条例で定めた二酸化炭素 1990年比 25%削減という目標はどこまで達成できるのか。現
在次期に向けて検証作業中とのことだが、検証から2030年、2050年に向けて削減には何
が必要と考えるか。

3)温暖化対策として緩和と適応の両計画が必要である。「地球温暖化対策地域推進計画」及
び区の事務事業編「地球温暖化対策第4次実行計画」(緩和)、また新たに策定される地
域気候変動適応計画(適応)について、それぞれの計画の特徴は何か。

ゼロエミッション千代田について
実現への具体策について
1)皆で行動するためには将来像を共有することが大事である。2050年CO.排出実質ゼロ
の千代田の将来像は。そして、ゼロエミッション千代田を宣言することを提案する。所見
は。
2)実現するためには省エネと再エネが大事である。今後、どのように取り組むのか。
3)子ども、若者による温暖化対策会議の開催を提案する。所見は。

全ての児童生徒の教育機会を保障する「教育機会均等法」(平成28年)が成立し、改めて
適応指導教室「白鳥教室」のあり方が問われている。
1)白鳥教室の役割と機能は何か。
2)現在、区の不登校生徒数は昨年度で70名を超えている。どのような理由で不登校となっ
ているのか丁寧に把握し一人一人に即した支援につなげていくこと重要だが、どう行っ
ていくのか。

3)そのためには白鳥教室の拡充が必要であり、ハード、ソフト合わせどのように整備して
いくのか。

ー＼

発

2.適応指導教室「白鳥教室」の
あり方について

要
答弁を

求める者

長区

関係理事者

長区

教育長

関係理事者

『
〕

旨一
言

一
言言



令和2年第1回定例会一般

NO. 発

3

者

山田議員

(自民)

東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向け

た区の取り組みについて

4

発

河合議員

(自民)

事項

千代田区に於ける鳩など鳥の

フン対策について

発言通告書(総括表)

犬などぺットの放置フンの対

策について

5

ハチの巣駆除対策について

0高齢者の健康施策への参加を促進するために、区としてどう取り組むのか

0オリパラを契機として、、子供たちに教育的なレガシーを残すべきと考えますが、具体策
は何か

0オリパラ開催時の感染症対策はどうなっているのか

飯島議員

(共産)

1)介護をめぐる課題について

現状の対策に加えて、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条伊1」

境条伊D に明記し法的拘束力を持たせてはどうか

放置場所のマーキングと日付を本区で推奨し、黄色いチョークを配布してはどうか

2)老朽化した分譲マンション

建て替えに伴う仮住居確保に

ついて

発

千代田区の現状はスプレー式殺虫剤の貸し出しのみだが危険を伴う為、駆除費用の補助金

支給を実施してはどうか

介護保険制度が始まり20年が経過した。
しかし、制度の目的である「介護の社会化」にはほど遠い。

第8期介護保険事業計画策定にあたり、課題の認識と取り組みを質す。

①在宅での介護者支援強化を

②今後の入居施設整備計画と必要な方が入居できる要件整備を

③第8期保険料を負担増にしないことなど

要

建て替え時の仮住居の確保は、低所得の高齢者にとって物件条件、経済的負担からも困難

が大きい。

マンション建て替え円滑法は、工事中の仮住宅確保に、公共賃貸住宅などの活用で支援に

努めることを地方公共団体に求めている。区の取り組みを問う。

答弁を

求める者

長区

教育長

関係理事者

(生活環

長区

関係理事者

長区

関係理事者

ら

.

旨一
言言一

言

今(
)
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NO 発 者

6

(1)教員の長時間労働・多忙

化の解消について

発

ノノーー'

牛尾議員

(共産)

事項

発言通告書(総括表)

(2)子どもの歯科矯正への補

助について

①区立学校での教員の労働実態を区はどこまで把握しているのか。また、この間の取り組

みで教員の長時間労働や多忙化の解消がどのくらい進んでいるのか現状を伺う。

②国会で可決した、改正教職員給与特別措置法は公立学校教員の勤務時間を年単位で調整

する「変形労働時間制1」の導入を柱としている。「変形労働制」の教育現場への導入は教

員の多忙化の解決につながらないと考えるが教育長はどのような見解なのかを問う。

③教員の長時間労働・多忙化の抜本的な解消に向け教員、職員の抜本的な増員を行うこと

をあらためて訴えるが区の見解を聞く。

7
うがい議員

(自民)

(3)安心できる保育現場のた

めに

飲食店・商店街など商業エリア

におけるネズミ対策や、路上看

板、客引きなど、 2020オリ

パラに向けて来街者受け入れ

(おもてなし)環境への取り組

み状況について

8

ー＼

・不正皎合が子ども成長や健康に影響することが指摘されている。一方、不正皎合の治療

(歯科矯正)は基本的に保険適用ではないために高額。治療が必要と言われてもできな

い児童に対する補助制度の創設を求める。

池田議員

(自民)

発

・避難所での感染症予防につ

いて

定数条例の改正により区立園の保育現場の正規職員がどのくらい増員されるのかを伺

う。また、保育士だけでなく栄養士や看護師についても正規化や正規での増員を提案す

る。

要

・まちの美化意識の向上につ

いて

2020オリパラに向けて国内外からの来街者が集まります

・商店街や飲食店エリアにおける来街者の受け入れ(おもてなし)態勢としての課題、路

上看板や客引き対策

・商店街や飲食店エリアにおけるネズミ対策、清掃やごみ捨てマナーなどに対する取り組
み

について問う

・外濠公園グラウンドの整備

について

・避難所防災訓練では実施されていない災害時の避難所における感染症予防対策について

関係団体等との連携がとれているのか

・東京五輪の交通対策でごみの収集時間を変更することを機に、ごみの出し方の工夫やそ

の周知など環境を見据えたごみ処理の考え方を伺う

゛

・新たな士壌調査を踏まえ今後の具体的な整備計画を伺う

答弁を

求める者

長区

教育長

関係理事者

長区

関係理事者

長区

関係理事者

旨一
言

一
言言
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NO. 発

9

者

西岡議員

(自民)

10

子育て施策

発

岩佐議員

(立憲)

事項

1.子どもの読書活動推進につ

いて

発言通告書(総括表)

11
長谷川議員

(紡ぐ会)

2.工事中を魅せるまちづくり

・病児保育、病後児保育、ショートステイ事業等について

・産後ケアセンターの検討

・保育園での歯科検診について

・施設開設時のプロセス及び情報共有のあり方について

千代田区の避難所における災

害備蓄品の管理等について。

四番町図書館が仮施設移転に伴い一時休館し、工事期間中の仮図書館はその規模が縮小

される。

子どもの読書活動推進として、工事期間中でも日常的に本に触れられる環境を整備して

はどうか。

12

避難所における危機管理等。

小枝議員

(戸)

1、(仮称)四番町公共施設整

備計画に、住民・議会はどこま

で巻き込まれていくのか。

工事現場における景観デザインへの取り組みが注目されている。常に区内で工事が行わ

れている本区において活用してはどうか。

発

・地震、異常気象による豪雨や台風での風水害など、各地で災害が続いている。災害に備

え、各避難所に保管している災害備蓄品が地域特性にどのように反映され、備蓄品目と

数量の見直しをしているか。

・災害備蓄品の入れ替えの際、賞味期限や消費期限のある備蓄品と、保管期限のない備蓄

品の取り扱いと、入れ替えをした備蓄品の活用のし力寸二。

要

2、ワークショップ型、もしく

は無作為抽出型会議等参加手

法をとりいれ、打開策を講じ

てはどうか

・避難所における感染症対策、性被害防止の取り組みなど、運営について。

1)居住者の意向も確認せずなぜ工事推進できると考えたのか

2)平成27年二棟一括建てかえの方が優れているとした説明と現状の不一致について

3)新スタジオ棟建設で紛争渦中の地元テレビ局から土地を無償で借りたことと、石川区

長の動向

4)四番町区営アパートが法定建てかえ可能期間前であることについて

5)建設中の仮移転住宅地下、東京メトロ永田町駅4番出口貝坂通り下の迂回路の開通見
通し、およぴ費用負担。

答弁を

求める者

長区

教育長

関係理事者

長区

教育長

関係理事者

長区

関係理事者

長区

関係理事者

C

旨一
言

一
言

一
菖

(
)
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NO 発

13
岩田議員

(立民)

者

14
小野議員

(都ファ)

高層建築物の功罪について

避難所運営について

発

/ー'

15

千代田区内のA印について

歯科健診について

事項

嶋崎議員

(自民)

発言通告書(総括表)

がん検診の充実について

千代田区の対応と立つべき立場

感染症発生時に災害が起きた場合の、現在の区の避難所運営と今後の対策について

麹町地域の街づくりについて

区内A印設置と万一の時の共助力向上に関わる施策について

無料歯科健診で健康をより身近にする施策について

線虫を使ったがん検診など簡便で精度の高い検査方法が実用化されている。

がん対策を進め区民の健康を守るため、区民がん検診に新たな検査方法を取り入れる検討

をしてはいかがか。見解を問う。

老朽化した集合住宅等の機能更新と周辺の街づくりの調和や、沿道商業地域の賑わいの低

下と駐車場の適正配置など、麹町地域にも街づくりの課題は山積している。

麹町地域のまちづくりの課題、将来像について都市計画マスタープラン改定の中でどのよ

うに議論され、区としてはどう考えているのか。見解を問う。

発 要

昌

答弁を

求める者

長区

教育長

関係理事者

長区

関係理事者

長区

関係理事者

入
,

旨一
言言一

言
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令和２年 4月保育園等二次入園審査結果（二次選考終了時点） 

令和元年 1月６日から 2月 1４日までに受け付けました、令和２年 4月保育園等二次

入園申請に基づいて入園審査を実施しました。審査結果につきましては、以下のとおりで

す。 

希望者数 

令和２年度 
希望者数 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

一次調整継続者数 29 37 15 36 4 5 126 

二次新規申込者数 8 8 5 6 6 5 38 

二次選考者数合計 37 45 20 42 10 10 164 

 

保育施設の募集合計人数 

 募集人数 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

施設合計 35 10 18 4 66 77 210 

 

二次審査内定者数 

 

 

内定者数 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

令和２年４月 12 11 9 13 6 6 57 

平成３１年４月 14 15 10 7 6 1 53 

平成 3１年度 
希望者数 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

一次調整継続者数 40 71 81 24 6 8 230 

二次新規申込者数 12 13 7 6 6 2 46 

二次選考者数合計 52 84 88 30 12 10 276 

教 育 委 員 会 資 料 

令和２年２月２５日 

子 ど も 支 援 課 
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計 合計
３２
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今年度
解消（転出含）

今年度
累計

今月
不登校者

１

今年度
学校復帰
（転出含）

今年度
累計

11
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９１
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前月
利用数

小
学
校

中
・
中
等

（
前
期

）

いじめ、不登校、適応指導教室の状況（令和２年１月末の報告）

校種 学年

いじめ報告数 不登校者数 適応指導教室利用者数

今月
未解消

教 育 委 員 会 資 料

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ５ 日

指 導 課



令和元年度　５歳児体力運動能力結果 令和２年２月２５日（火）
教育委員会資料　　指導課

２　体力・運動能力（※年齢区分　Ａ：５歳１１か月まで　Ｂ：６歳０か月から）

年
齢
区
分

性
別

２
５
ｍ
走

（
秒

）

立
ち
幅
跳
び

（
ｃ
ｍ

）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ

（
ｍ

）

体
支
持
持
続
時
間

（
秒

）

両
足
連
続
跳
び
越
し

（
秒

）
男児 6.2 103.6 5.5 36.8 5.7
女児 6.4 94.7 3.8 33.1 5.8
全体 6.3 99.2 4.7 35.0 5.8
男児 6.1 111.2 6.1 47.9 5.5
女児 6.4 101.7 4.5 42.1 5.9
全体 6.2 106.9 5.4 45.3 5.7
男児 6.1 108.1 5.9 43.3 5.6
女児 6.4 98.5 4.2 38.0 5.9
全体 6.2 103.6 5.1 40.9 5.7

年
齢
区
分

性
別

２
５
ｍ
走

（
秒

）

立
ち
幅
跳
び

（
ｃ
ｍ

）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ

（
ｍ

）

体
支
持
持
続
時
間

（
秒

）

両
足
連
続
跳
び
越
し

（
秒

）
男児 6.6 100.0 5.4 41.8 5.9
女児 6.6 94.6 3.9 40.4 5.9
全体 6.6 97.3 4.6 41.1 5.9
男児 6.3 107.3 6.4 46.4 5.5
女児 6.4 100.6 4.4 51.0 5.5
全体 6.3 104.0 5.4 48.7 5.5
男児 6.4 104.4 6.0 44.6 5.7
女児 6.5 98.1 4.2 46.5 5.7
全体 6.5 101.3 5.1 45.6 5.7

Ｂ

全体

Ｒ1　千代田区

Ａ

Ｂ

全体

Ｈ２８　東京都

Ａ

東京都を下回っている



令和元年度　５歳児体力運動能力結果 令和２年２月２５日（火）
教育委員会資料　　指導課
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両足連続跳び越

し（秒）

全体について

「体支持持続時間」「両足連続跳び越し」が東京都の平均値を下回ってい

る。

それ以外は、東京都の平均値を上回っている。

２５ｍ走について（主として敏捷性、瞬発力）

全体の平均値は６.２秒であり、東京都の平均値を上回っている。

年齢区分Ａの男児女児、年齢区分Ｂの男児は東京都の平均値を上回っている。

しかし、年齢区分Ｂの女児は東京都の平均値を下回っている。

立ち幅跳びについて（主として瞬発力）

全体の平均値は１０３.６ｃｍであり、東京都の平均値を上回っている。

年齢区分ＡとＢのいずれも、男児は東京都の平均値を上回っている。

ソフトボール投げについて（主として瞬発力、調整力）

全体の平均値は５.１ｍであり、東京都の平均値を上回っている。

年齢区分Ａの男児、年齢区分Ｂの女児は東京都の平均値を上回っている。

しかし、年齢区分Ａの女児、年齢区分Ｂの男児は東京都の平均値を下回ってい

る。

体支持持続時間について（主として筋力、持久力）

全体の平均値は４０.９秒であり、東京都の平均値を下回っている。

年齢区分Ｂの男児は東京都の平均値を上回っている。

しかし、年齢区分Ａの男児女児、年齢区分Ｂの女児は東京都の平均値を下回って



 令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

全国 522,539 16.37 3.77 50.0 520,994 19.80 6.00 50.0 521,166 33.24 8.28 50.0 519,520 41.74 7.99 50.0

東京都 48,342 16.57 3.77 50.5 48,204 20.05 5.67 50.4 48,226 33.72 8.31 50.6 48,119 41.73 7.39 50.0

千代田区 207 17.11 4.03 52.0 207 20.38 6.17 51.0 207 33.25 8.17 50.0 203 44.00 6.36 52.8

全国 516,726 50.32 21.09 50.0 518,462 9.42 1.03 50.0 519,558 151.45 22.06 50.0

東京都 47,948 49.97 20.18 49.8 48,052 9.34 0.99 50.8 48,148 150.97 21.89 49.8

千代田区 198 54.79 19.50 52.1 204 9.26 0.87 51.6 207 155.04 19.84 51.6

全国 519,180 21.61 8.19 50.0 495,427 53.61 9.22 50.0 495,427 11.7% 24.1% 33.0% 21.3% 9.9%

東京都 48,205 21.15 8.06 49.4 46,805 53.81 8.94 50.2 46,805 11.2% 24.8% 33.9% 21.1% 8.9%

千代田区 206 22.49 8.26 51.1 196 55.54 8.10 52.1 196 14.3% 27.6% 36.2% 17.9% 4.1%

全国 東京都 千代田区

握力 50.0 50.5 52.0
上体
起こし

50.0 50.4 51.0
長座
体前屈

50.0 50.6 50.0
反復
横とび

50.0 50.0 52.8
20m
ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50.0 49.8 52.1

50m走 50.0 50.8 51.6
立ち
幅とび

50.0 49.8 51.6
ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ

50.0 49.4 51.1
体力
合計点

50.0 50.2 52.1

標準偏差

平均値 標準偏差 Ｔ得点

Ｔ得点 標本数 Ｔ得点 標本数

Ｔ得点 標本数

小学校
５年男子

ソフトボール投げ(m) 体力合計点(点) 総合評価(%)

標本数

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差

ＥＴ得点 標本数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数

※区の平均値が都及び全国より高い

平均値

令和２年２月２５日（火）
教育委員会資料　　指導課令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

平均値 標準偏差 Ｔ得点

小学校
５年男子

20mシャトルラン(回) 50m走(秒) 立ち幅とび(cm)

標本数

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差
小学校

５年男子

握力(kg) 上体起こし(回) 長座体前屈(cm) 反復横とび(点)

標本数 平均値 標準偏差

50.5 50.4 50.6 
50.0 49.8 

50.8 
49.8 49.4 

50.2 

52.0 
51.0 
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52.1 
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52.1 
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55

60
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20m
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50m走 立ち

幅とび

ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（男子）

東京都 千代田区 全国

11.7%

11.2%

14.3%

24.1%

24.8%

27.6%

33.0%

33.9%

36.2%

21.3%

21.1%

17.9%

9.9%

8.9%

4.1%
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千代田区

総合評価（男子）
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(点)
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 令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

令和２年２月２５日（火）
教育委員会資料　　指導課令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

全国 503,966 16.09 3.80 50.0 502,351 18.95 5.41 50.0 502,618 37.62 8.49 50.0 500,961 40.14 7.17 50.0

東京都 45,947 16.18 3.79 50.2 45,818 19.33 5.20 50.7 45,798 38.39 8.50 50.9 45,758 40.08 6.57 49.9

千代田区 219 16.34 3.72 50.7 218 20.00 5.39 51.9 220 38.30 8.56 50.8 219 42.16 6.90 52.8

全国 498,049 40.79 16.48 50.0 499,329 9.64 0.86 50.0 500,778 145.68 20.70 50.0

東京都 45,586 39.39 14.98 49.2 45,583 9.56 0.83 50.9 45,779 145.14 20.49 49.7

千代田区 219 41.85 15.44 50.6 217 9.58 0.99 50.7 219 148.75 20.92 51.5

全国 500,310 13.61 4.78 50.0 479,536 55.59 8.72 50.0 479,536 16.0% 27.0% 33.2% 17.9% 5.8%

東京都 45,769 12.95 4.49 48.6 44,604 55.66 8.33 50.1 44,604 14.9% 27.6% 35.3% 17.3% 5.0%

千代田区 219 12.41 4.67 47.5 216 56.91 8.83 51.5 216 20.4% 31.9% 31.0% 12.5% 4.2%

全国 東京都 千代田区

握力 50.0 50.2 50.7
上体
起こし

50.0 50.7 51.9
長座
体前屈

50.0 50.9 50.8
反復
横とび

50.0 49.9 52.8
20m
ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50.0 49.2 50.6

50m走 50.0 50.9 50.7
立ち
幅とび

50.0 49.7 51.5
ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ

50.0 48.6 47.5
体力
合計点

50.0 50.1 51.5

Ｃ Ｄ Ｅ標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 Ａ Ｂ

50m走(秒) 立ち幅とび(cm)

標本数 平均値 Ｔ得点

標本数

標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数

小学校
５年女子

ソフトボール投げ(m) 体力合計点(点) 総合評価(%)

標本数 平均値

小学校
５年女子

握力(kg) 上体起こし(回) 長座体前屈(cm) 反復横とび(点)

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値

※区の平均値が都及び全国より高い

標準偏差 Ｔ得点

小学校
５年女子

20mシャトルラン(回)
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実技調査Ｔ得点（女子）

東京都 千代田区 全国

16.0%
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31.0%

17.9%
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 令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

■実技集計

全国 454,582 28.65 7.14 50.0 451,835 26.96 6.17 50.0 452,170 43.50 10.70 50.0 449,124 51.91 8.17 50.0

東京都 34,849 28.54 7.07 49.8 34,524 26.84 5.89 49.8 34,576 42.28 10.60 48.9 34,297 51.78 7.66 49.8

千代田区 151 28.25 7.27 49.4 148 27.23 6.42 50.4 149 46.05 11.04 52.4 147 53.07 7.23 51.4

全国 212,932 398.98 66.82 50.0 298,851 83.53 24.57 50.0 445,956 8.02 0.88 50.0 448,573 195.03 28.30 50.0

東京都 29,022 404.63 68.08 49.2 11,278 80.36 24.39 48.7 33,898 8.07 0.84 49.5 34,241 193.48 26.99 49.5

千代田区 139 409.90 69.32 48.4 19 96.26 28.82 55.2 142 7.96 0.66 50.7 146 203.52 28.08 53.0

全国 447,599 20.40 5.75 50.0 417,526 41.69 10.27 50.0 417,526 7.6% 25.1% 37.1% 22.7% 7.4%

東京都 33,935 20.35 5.77 49.9 30,876 40.54 9.81 48.9 30,876 5.1% 22.3% 38.9% 25.7% 8.0%

千代田区 140 20.61 5.36 50.4 125 42.28 9.94 50.6 125 7.2% 30.4% 32.0% 26.4% 4.0%

全国 東京都 千代田区

握力 50.0 49.8 49.4
上体
起こし

50.0 49.8 50.4
長座
体前屈

50.0 48.9 52.4
反復
横とび

50.0 49.8 51.4

持久走 50.0 49.2 48.4
20m
ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50.0 48.7 55.2

50m走 50.0 49.5 50.7
立ち
幅とび

50.0 49.5 53.0
ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ

50.0 49.9 50.4
体力
合計点

50.0 48.9 50.6

標準偏差 Ｔ得点Ｔ得点平均値

立ち幅とび(cm)

標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値

反復横とび(点)

中学校
２年男子

持久走（秒） 20mシャトルラン(回) 50m走(秒)

標本数

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差
中学校

２年男子

握力(kg) 上体起こし(回) 長座体前屈(cm)

標本数

標準偏差 Ｔ得点

標準偏差

Ｔ得点 標本数

標本数 平均値

中学校
２年男子

ハンドボール投げ(m) 体力合計点(点) 総合評価(%)

標本数

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差

ＥＴ得点 標本数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

標本数 平均値

平均値

※区の平均値が都及び
全国より高い

令和２年２月２５日（火）
教育委員会資料　　指導課令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査
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 令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

■実技集計
令和２年２月２５日（火）

教育委員会資料　　指導課令和元年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査

全国 435,539 23.79 4.61 50.0 433,249 23.69 5.85 50.0 434,004 46.32 9.99 50.0 430,667 47.28 6.76 50.0

東京都 32,749 23.56 4.59 49.5 32,514 24.06 5.45 50.6 32,633 45.34 9.76 49.0 32,307 47.25 6.24 50.0

千代田区 166 21.51 3.80 45.1 166 23.44 6.00 49.6 166 47.22 9.24 50.9 164 47.93 5.49 51.0

全国 201,472 289.82 43.25 50.0 285,628 58.31 19.95 50.0 426,344 8.81 0.80 50.0 430,258 169.90 24.34 50.0

東京都 27,371 292.55 41.28 49.4 10,465 57.43 19.02 49.6 32,080 8.82 0.78 49.8 32,256 168.86 23.67 49.6

千代田区 162 293.36 36.84 49.2 32 67.34 19.56 54.5 162 8.66 0.74 51.9 158 176.32 22.17 52.6

全国 430,442 12.96 4.18 50.0 401,891 50.22 11.04 50.0 401,891 31.4% 32.3% 24.7% 9.7% 1.9%

東京都 32,166 12.68 4.10 49.4 29,620 49.40 10.50 49.3 29,620 27.2% 34.2% 27.1% 9.8% 1.7%

千代田区 160 12.40 4.07 48.7 150 49.31 10.25 49.2 150 28.0% 32.7% 26.0% 12.0% 1.3%

全国 東京都 千代田区

握力 50.0 49.5 45.1
上体
起こし

50.0 50.6 49.6
長座
体前屈

50.0 49.0 50.9
反復
横とび

50.0 50.0 51.0

持久走 50.0 49.4 49.2
20m
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幅とび

50.0 49.6 52.6
ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ

50.0 49.4 48.7
体力
合計点

50.0 49.3 49.2

標本数 平均値

中学校
２年女子

握力(kg) 上体起こし(回) 長座体前屈(cm) 反復横とび(点)

平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数標本数

立ち幅とび(cm)

標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点

中学校
２年女子

ハンドボール投げ(m) 体力合計点(点) 総合評価(%)

標本数 平均値

中学校
２年女子

持久走(秒) 20mシャトルラン(回) 50m走(秒)

標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点

※区の平均値が都及
び全国より高い

Ｃ Ｄ Ｅ標準偏差 Ｔ得点 標本数 平均値 標準偏差 Ｔ得点 標本数 Ａ Ｂ

Ｔ得点標準偏差
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

2 25 火 11:00～ なかよしタイム（親子リズム講座） 一番町児童館

15:00～ 教育委員会定例会　◎ 教育委員会室 教育委員出席

2 26 水 10:00～ ノーバディーズ・パーフェクト 一番町児童館

10:00～ 親と子の絆プログラム「ベビママの会」② いずみこどもプラザ

10:45～ よちよちタイム（親子リズム） 四番町児童館

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

13:30～ 研究発表会（麹町中学校） 文部科学省（予定） 教育長・教育委員

13:30～ 芸術造形研究所コラボ企画 西神田児童センター

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

2 27 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

10:45～ 親子でリズム１・２・３　2期4回④ 神田児童館

10:45～ なかよしタイム（親子リトミック） 四番町児童館

2 28 金 10:00～ 親子ヨガ あい・ぽーと麴町

11:00～ なかよしタイム（ひなまつり制作） 一番町児童館

2 29 土 10:00～ 親子料理教室 神田児童館

14:00～ 大妻パネルシアター公演 西神田児童センター

15:00～ 小さなお茶会 西神田児童センター

3 1 日

3 2 月 9:30～ 雅楽教室 宮内庁 教育委員

10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

10:30～ リラックスヨガ　2期6回⑥ 神田児童館

3 3 火 11:00～ なかよしタイム（親子リズム講座）・ひなまつり 一番町児童館

13:00～ パン教室 あい・ぽーと麹町

3 4 水 10:00～ ノーバディーズ・パーフェクト 一番町児童館

14:00～ おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

14:30～ 日舞ストレッチ あい・ぽーと麹町

3 5 木 10:30～ リトミッククラブ 西神田児童センター

10:45～ 親子でリズム１・２・３　2期4回⑤ 神田児童館

10:45～ 体操クラブ 四番町児童館

11:30～ ひきがたりよみきかせ あい・ぽーと麹町

3 6 金 10:00～ 親子ヨガ あい・ぽーと麴町

14:00～ ヘッドマッサージ あい・ぽーと麴町

3 7 土 10:00～ 九段中等教育学校卒業式 九段中等教育学校 教育委員

3 8 日 10:00～ 神田一橋中学校通信課程卒業式 神田一橋中学校 教育委員

10:00～ 日曜開放 四番町児童館

3 9 月 11:00～ 幼児クラブ「進級おめでとう会」 富士見わんぱくひろば

1
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

3 10 火 13:00～ パン教室 あい・ぽーと麹町

15:00～ 教育委員会定例会 区役所 教育委員

18:30～ 青少年委員会第１１回定例会 ４０１会議室

3 11 水 10:00～ ノーバディーズ・パーフェクト 一番町児童館

10:45～ よちよちタイム（親子ヨガ） 四番町児童館

10:45～ よちよちタイム（ベビー体操） 神田児童館

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

14:00～ エコフェスタ（かえっこバザール） 神田児童館 ※中止

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

3 12 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

11:00～ よちよちタイム（ふれあいコンサート） 一番町児童館

3 13 金 10:00～ 子育てサポート利用会員登録説明会 あい・ぽーと麴町

11:00～ なかよしタイム（おいわい会） 一番町児童館

15:30～ ちよだ絵本の会 西神田児童センター

3 14 土 10:00～ 各保育園卒園式 各保育園 教育委員

10:30～ ひだまり市場 あい・ぽーと麹町

14:00～ 新入生ガイダンス 九段中等教育学校

3 15 日 9:00～ 日曜開放 西神田児童センター

3 16 月 10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

11:00～ おはなしの時間（0歳児フォローアップ） 西神田児童センター

3 17 火 11:00～ なかよしタイム（おいわい会） 一番町児童館

13:00～ パティシエ教室 あい・ぽーと麹町

3 18 水 10:00～ 各幼稚園・こども園修了式 各幼稚園・こども園 教育委員

3 19 木 10:00～ 各中学校卒業式 各中学校 教育委員

11:30～ ひきがたりよみきかせ あい・ぽーと麹町

3 20 金

3 21 土 13:00～ Yamana Bandほっとほっとコンサートと講習会 西神田児童センター

13:50～ KUDAN ENGLISH 実践発表会 九段中等教育学校

17:30～ 天体観望会⑩ 九段中等教育学校

3 22 日 9:00～ 日曜開放 神田児童館

3 23 月 18:30～ 子ども・子育て会議 教育委員会室 子ども・子育て会議委員

3 24 火 15:00～ 教育委員会定例会 区役所 教育委員

3 25 水 10:00～ 各小学校卒業式 各小学校 教育委員

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

3 26 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

2



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外
のみ記入

区以外が主催のとき

1 子育て推進課 私立認可保育所開設のお知らせ 令和3年4月開所予定の認可保育所の概要案内

2
児童・家庭
支援センター

児童センター・児童館の日曜開放
児童センター・児童館は、月3回いずれかの施設で日曜開放(施
設の一部を開放)していることの周知

日曜(月3回)9時～
17時

各児童セン
ター・児童館

3
児童・家庭支
援センター

Yamana Band ほっとほっとコンサー
トと講習会

乳幼児、児童の親子から中高生までが一緒に楽しめるコンサー
ト

3月21日(土)13時
～14時

4
九段中等教育
学校経営企画
室

千代田区立九段中等教育学校吹奏楽
部　第12回定期演奏会

九段中等教育学校吹奏楽部3月22日(日)に板橋区立文化会館大
ホールで定期演奏会を行います。

3月22日(日)13時
30分～

板橋区立文化会
館大ホール(板橋
区大山東町51-1)

九段中等教育学校

5 文化振興課 第4回文化芸術鑑賞チケット販売 区内劇場で公演するチケットを特別価格で販売
3月5日(木)～
25日(水)

6 文化振興課 まちかどアート 「3331絵画クラブ」受講生の絵画作品をパネル展示
3月23日(月)～27
日(金)

区民ホール

7 文化振興課 「3331絵画クラブ」受講生募集 初めての方も安心して参加できる絵画教室の受講生募集
4月7日～6月23日
の毎週火曜10時30
分～12時30分

アーツ千代田
3331

アーツ千代田3331

8 文化振興課 図書フロア企画展示「東京散歩」 散歩をテーマに東京のガイド本を紹介 ～5月15日(金)
日比谷図書文化
館

日比谷図書文化館

会場

「広報千代田」
3月5日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習スポーツ課）　23件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者

Administrator
テキストボックス
教育委員会資料令和2年2月25日子 ど も 総 務 課



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外
のみ記入

区以外が主催のとき

会場

「広報千代田」
3月5日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習スポーツ課）　23件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者

9 文化振興課
千代田図書館
おはなし会

毎月開催している千代田図書館のおはなし会(四番町図書館は
休館中のため開催なし)

3月12日(木)11時
～

10階子ども室 千代田図書館

10 文化振興課
千代田図書館
企画展示

1950年代後半の映画運動「ヌーヴェルヴァーグ」の中で活躍し
た人物、作品や映画関連書籍を展示

～3月21日(土)(予
定)

9階展示ウォール
千代田
図書館

11
生涯学習・ス
ポーツ課

日本武道館工事に伴う通行規制の実
施について

東京2020組織委員会が競技会場である日本武道館の工事を実施
するにあたり、北の丸公園内の通行規制を実施する

4月～ 北の丸公園
東京2020組織委員
会

12
生涯学習・ス
ポーツ課

区内生涯学習交流事業
九段フェス2020

「チャレンジ！」をテーマにした催しを開催
3月15日(日)10時
～15時45分

九段生涯学習館 九段生涯学習館

13
生涯学習・ス
ポーツ課

すぽすたちよだクラブ スタディ(文
化学習)プログラム

①季節の彩りワンプレートごはん
②米粉100%で作るふわふわレシピ

①4月6日(月)19時
～20時30分②4月
16日(木)18時30分
～20時30分

スポーツセン
ター

九段生涯学習館

14
生涯学習・ス
ポーツ課

次世代区相撲指導者講習会
アマチュア相撲選手、千代田区相撲連盟所属者または所属希望
者を対象とする指導者講習会

4月～令和3年3月
の毎月第2土曜
14時～17時

スポーツセン
ター相撲場

千代田区体育協会

15
生涯学習・ス
ポーツ課

みんな元気で歩こう会
区内在住・在勤者を対象とするウオーキング会(集合＝区役所
前、解散＝清水谷公園)

4月5日(日)10時～ 千代田区体育協会

16
生涯学習・ス
ポーツ課

ゲートボール講習会
区内在住・在勤者(区外の方も可)を対象とするゲートボール講
習会

4月11日～5月9日
の毎週土曜9時30
分～

西神田公園 千代田区体育協会



開催日・
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住所は区立施設以外
のみ記入

区以外が主催のとき

会場

「広報千代田」
3月5日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習スポーツ課）　23件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者

17
生涯学習・ス
ポーツ課

ふな釣り大会 区内在住・在勤者を対象とするふな釣り大会 4月12日(日)
千葉県香取市周
辺

千代田区体育協会

18
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区剣道大会(個人) 剣道5段以下の区内在住・在勤・在学者を対象とした剣道大会
6月14日(日)
9時～

スポーツセン
ター剣道場

千代田区体育協会

19
生涯学習・ス
ポーツ課

エアロビクス 15歳以上(中学生を除く)の方を対象としたエアロビクス教室
4月15日～6月17日
の毎週水曜
10時～11時15分

スポーツセン
ター

スポーツセンター

20
生涯学習・ス
ポーツ課

リズムシェイプアップ＆チビッコ体
操

リズムシェイプアップ＝中学生を除く15歳以上、チビッコ体操
＝3歳以上の未就学児を対象とした体操

4月8日～6月24日
の毎週水曜14時30
分～15時45分

スポーツセン
ター

スポーツセンター

21
生涯学習・ス
ポーツ課

はじめてのバレエエクササイズ 15歳以上の方(中学生除く)を対象としたエクササイズ
4月5日～5月31日
の毎週日曜13時30
分～14時30分

スポーツセン
ター

スポーツセンター

22
生涯学習・ス
ポーツ課

キッズダンス
(幼児・小学生クラス)

4歳以上の未就学児、小学生を対象としたダンス教室
①幼児クラス②小学生クラス

4月7日～6月2日の
毎週火曜①15時～
16時②16時15分～
17時15分

スポーツセン
ター

スポーツセンター

23
生涯学習・ス
ポーツ課

講座・講習会バウチャー制度2019年
度の申請は3月15日(日)20時まで

バウチャー制度は、講習・講座補助金の申請期限を周知する 九段生涯学習館



























新型コロナウイルスの感染が国内で広がる中、政府の感染症対策本部の専門家会

議(座長=脇田隆字・国立感染症研究所長)は24日、記者会見を開き、「これか

ら1~"乙週間か'急速梦拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」になるとの見解を示

した。専悶家の意見を踏まえ、政府は25日の対策本部会議で、感染拡大防止の具

体呈衰憂f"を盛ガ込允だ総合的な基本方針をまとめる。
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新型コロナウイルス感染症対策専門家会、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」

2020年2月24日

1.緒言

この専門家会議は、新型コロナウイルス感染症の対策について、医学的な

見地から助言等を行うため、適宜、政府に助言をしてきました。

我々は、現在、感染の完全な防御が極めて難しいウイルスと闘っていま

す。このウイルスの特徴上、一人一人の感染を完全に防止することは不可能

です。

ただし、感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えられます。

そのためには、これから1~2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの

瀬戸際となります。仮に感染の拡大が急速に進むと、患者数の爆発的な増

加、医療従事者への感染りスクの増大、医療提供体制の破綻が起こりかね

ず、社会・経済活動の混乱なども深刻化する恐れがあります。

これからとるべき対策の最大の目は、感染の拡大のスピードを抑」し、

可能な限り重症者の発生と死亡数を減らすことです。

現在までに明らかになってきた盾報をもとに、我々がどのように現状を分

析し、どのような考えを持っているのかについて、市民に直接お伝えするこ

とが専門家としての責務だと考え、この見解をとりまとめることとしまし

た。なお、この内容はあくまでも現時点の見解であり、随時、変更される可

能性があります。

4 ▼

2.日本国内の感染状況の評価

2019年12月初旬には、中国の武漢で第1例目の感染者が公式に報告され

いますが、武漢の封鎖は2020年1月23日でした。したがって、その間、

6



武漢と日本の間では多数の人々の往来があり、そのなかにはこのウィルスに

感染してぃた人がいたと考えられます。

既に、国内の複数の地域から、いつ、どこで、誰から感染したかわからな

い感染例が報告されてきており、国内の感染が急速に拡大しかねない状況に

あります。したがって、中国の一部地域への渡航歴に関わらず、一層の警戒

が必要な状況になってきました。

このウィルスの特徴として、現在、感染を拡大させるりスクが高いのは、

対面で人と人との距が近い接触(互いに手を伸ぱしたら届く距離)が、会

話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる境だと考えら

れます。我々が最も懸念していることは、こうした境での感染を通じ、

人の人から多数の人に感染するような事態が、様々な場所で、続けて起きる

ことです。

3.これまでに判明してきた事実

(1)感染者の状況

新型コロナウィルスに感染した人は、ほとんどが無症状ないし軽症であ

り、既に回復している人もいます。

国内の症例を分析すると、発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが

多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多いです。

しかしながら、一部の症例は、人工呼吸器など集中治療を要する、重篤な

肺炎症状を呈しており、季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事

伊仂達&告されてぃます。現時点までの調査では、高齢者・基礎疾患を有する

者では重症化するりスクが高いと考えられます。

(2)感染経路などについて

これまでに判明してぃる感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触

感染が主体です。空気感染は起きていないと考えています。ただし、例外的

に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染

する可能性が否定できません。

無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があるなど、感染



力と重症度は必ずしも相関していません。このことが、この感条症への対応

を極めて難しくしています。

(3) PCR検査について

PCR検査は、現状では、新型コロナウィルスを検出できる唯一の検査法

であり、必要とされる場合に適切に実施する必要があります0

国内で感染が進行している現在、感染症を予防する政策の観点からは、全

ての人にPCR検査をすることは、このウィルスの対策として有効ではあり

ません。また、既に産官学が懸命に努力していますが、設備や人員の制約の

ため、全ての人にPCR検査をすることはできません。急激な感染拡大に備

え、限られたPCR検査の資源を、重症化のおそれがある方の検査のために

集中させる必要があると考えます。

なお、迅速診断キットの開発も、現在、鋭意、進められています0

(4)医療機関の状況

首都圏を中心とした医療機関の多くの感染症病床は、ダイヤモンド'プリ

ンセス号の状況を受けて、既に利用されている状況にあります0 感三Kを心配

した多くの人々が医療機関に殺到すると、医療提供体制がさらIL>昆乱する恐

れがあります。また、医療機関が感染を急速に拡大させる場所になりかねま

せん。

4.みなさまにお願いしたいこと

この1~2週間の動向が、国内で急速に感染力井広大するかどぅかの瀬戸際

であると考えています。そのため、我々市民がそれぞれできることを実践し

ていかねぱなりません。

特に、風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自モで療

養してください。ただし、以下のような場合には、決して我慢することな

く、直ちに都道府県に設置されているΠ帰国者・接触者相談センター」1Lご

相談下さい。

.風邪の症状や37.50C以上の発熱が4日以上続いている(角ヰ熱剤を飲み

続けなけれぱならないときを含みます)



●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

また、症状のない人も、それぞれが一日の行動パターンを見直し、対面で

人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ぱしたら届く距離)が、会話など

で一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされるような環境に行くこと

をできる限り、回避して下さい。症状がなくても感染している可首副生があり

ますが、心配だからといって、すぐに医療機関を受診しないで下さい。医療

従事者や患者に感染を拡大させないよう、また医療機関に過重な負担となら

ないよう、ご留意ください。

教育機関、企業など事業者の皆様も、感染の急速な拡大を防ぐために大切

な役割を担っています。それぞれの活動の特徴を踏まえ、集会や行事の開催

方法の変更、移動方法の分散、りモートワーク、オンライン会議などのでき

うる限りの工夫を講じるなど、協力してください。

以上
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